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文

１

　

原告の請求をいずれも棄却する。
２

　

訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第１

　

請求
被告は， 原告に対し， 別紙発信者情報目録記載の情報を開示せよ。

第２

　

事案の概要
本件は， 原告が， 被告が関与するインターネット上のショッピングサイ トにおける商品紹介の

ウェブページに投稿されたカスタマ」レビューの記載内容が原告に対する名誉鞍損に該当し， 原告
に対する権利侵害が明白であるとして， 被告に対し， 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制
限及び発信者情報の開示に関する法律４条１項に基づき， 被告が保有する発信者情報の開示を求め
る事案である。
１

　

前提事実 （当事者間に争いがないか， 後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事
実）
（１） 原告は， コンサルティングビジネス専門のコンサルタントであり， 株式会社 ドラゴンコンサ
ルティングの代表を務め， コンサルタントに向けた講演やセミナ」を多数主催する者である。

　

原告は， 書籍 「０００００００○ ○ ○」 （以下 「本件書籍１」 という。） 及び
「００００００００００」 （以下 「本件書籍２」 といい， 本件書籍１と併せて 「本件各書籍」 とい
う。） の著者であり， 他にも多数の著書がある。
（甲１， １２， 乙２ないし５， 弁論の全趣旨）
（２） 被告は， インターネット等を利用した電子商取引事業等を目的とする合同会社であり， アメ
リカ合衆国の法人であるＡｍａｚｏｎ

　

Ｓｅｒｖｉ

　

ｃｅｓ

　　

ＬＬＣが管理運営しているイ ンター
ネット上の電子商取引サイ ト 「Ａｍａｚｏｎ． ｃ ｏ． ｊ

　

ｐ」 （以下 「本件サイ ト」 という。） の日
本における問合せ先である （乙１）。
（３） 本件サイトは， 取扱商品について， 購入者の意見や感想を受け付けてサイト上に自由に公開
できる 「カスタマーレビュー」 という機能を備えている。 カスタマーレビューは， 本件サイ トにア
クセスする不特定多数の顧客に対する取扱商品に関する情報提供を目的としている。 （甲５， 乙
１）
（４） 本件各書籍は， 本件サイトの取扱商品に含まれているところ， 本件サイトにおいて， 本件書
籍１に対して別紙投稿記事目録記載１及び２のカスタマーレビューが， 本件書籍２に対して同目録
記載３のカスタマーレビューがそれぞれ投稿され， 上記各レビューには別紙投稿記事の内容に記載
された内容が含まれている （以下， 別紙投稿記事目録記載１ないし３のカスタマーレビューをそれ
ぞれ 「本件レビュー１」 ないし 「本件レビュー３」 のようにいい， これらを総称して 「本件レ
ビュー」 という。 また， 本件レビューのうち別紙投稿記事の内容に記載された部分については， 別
紙投稿記事の内容の項番に沿って 「本件レビュー１－ 〔１〕」 のように表記する。） （甲１ないし
４）。

１／５
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（５） 被告は， 本件レビューに係る開示関係役務提供者に該当し， 別紙発信者情報目録記載の情報
を保有している （争いがない）。
（６） 原告は， 本件レビューの投稿者に対して不法行為に基づく損害賠償等を請求するため， 別紙
発信者情報目録記載の情報の開示を求めている。
２

　

争点及び争点に関する当事者の主張

　

本件の争点は， 本件レビューが原告の名誉権を侵害することが明らかといえるか否かである。
（原 告 の 主張）

　　　　　　　　

Ｌ

（１） 社会的評価の低下
ア 本件レビュー１について

　

一般の閲覧者をして， 本件 レビュ」１－ 〔１〕 の摘示事実は， 原告が同業者等を見下ろすような
無礼な人物であること， 同 〔２〕 の摘示事実は， 原告が不当に高額なコンサル報酬を獲得すること
を意図した卑しい人物であること， 同 〔３〕 の摘示事実は， 原告が書籍において多数の誤字脱字を
してしまう不注意な人物であること， 同 〔４〕 の摘示事実は， 原告が適切な論理展開を行わない論
理性のない人物であること， という印象を抱かせるものであり， 同 〔５〕 ないし 〔８〕 の意見表明
は， 原告が提供するコンサルティングサービスは甘言を弄して参加者から高額の金をせしめ， 同額
に見合う実益を受けられない犠牲者を量産する類のものであるとの印象を抱かせるものであり， 原
告の社会的評価を低下させる。
イ 本件レビュー２について

　

一般の閲覧者をして， 本件 レビュ」２－ 〔１〕 ないし 〔３〕 の摘示事実は， 原告が単に同業者等
を否定， 批判， ダメ出し又は酷評するだけの無礼な人物であるとの印象を抱かせるものであり， 同
〔４〕 ないし 〔７〕 の意見表明は， 原告の著書の内容が購入して読むに値しない内容であるとの印
象を抱かせるものであり， 原告の社会的評価を低下させる。
ウ 本件レビュー３について

　

一般の閲覧者をして， 本件レビュー３－ 〔１〕 ないし 〔３〕 の摘示事実は， 原告が提供するコン
サルティングセミナ」がその料金に見合わない内容であるとの印象を抱かせるものであり， また，
同 〔４〕 ないし 〔６〕 の意見表明は， 原告が提供するコンサルティングサービスを受けても何らの
実益も得られないとの印象を抱かせるものであり， 原告の社会的評価を低下させる。
（２） 違法性阻却事由の不存在

　

本件レビューはいずれも真実ではなく， 一私人である原告の人物評価又は業務内容に関する内容
であり， 公共の利害に関する事項とはいえない。 また， 表現方法は根拠を明確に示すことなくただ
原告を誹誘中傷し， 強く非難し郷撤するものであり， 積極的な加害意思しか見て取ることができ
ず， 公益目的も認められない。 したがって， 本件レビューについては， 違法性阻却事由の要件を満
たすものではない。
（３） 以上によれば， 本件レビューが原告の名誉権を侵害することは明らかである。
（被告の主張）
（１） 社会的評価の低下
ア 本件レビュー１について

　

本件レビュー１－ 〔１〕 については， 本件書籍１が年収３千万以上の実現が可能な経営コンサル
タントになることを薦めるものであることからすれば， 原告の社会的評価を低下させるものではな
い。 同 〔２〕 については， 肯定的な小見出しが付けられ， コンサル報酬の不当性に関する記述がな
いことに照らせば， 原告の社会的評価を低下させるものではない。 同 〔３〕 については， 次の段落
に誤字脱字は出版社側の問題であると記載されていることやその記載内容からして原告の社会的評
価を低下させるものではない。 同 〔４〕 については， どのような書籍でも考慮されていない観点が
あることは通常のことであるから， 原告の社会的評価を低下させるものではない。 同 〔５〕 ないし
〔８〕 については， 投稿者の意見を一般的・抽象的に述べるものであり， 他方， 原告が提供するコ
ンサルティングセミナーに関する具体的な記述がないことからすれば， 一般の閲覧者に対して原告
が主張するような印象を与えるものではなく， 原告の社会的評価を低下させるものではない。
イ 本件レビュー２について

　

本件レビュー２－ 〔１〕 ないし 〔３〕 については， 本件書籍１が， 年収３千万円以上の売れるコ
ンサルタントになって活躍する具体策を説明するものであることに照らせば， 説明の中で他のコン
サルタント等が批判されていることが指摘されたとしても， 著者である原告の社会的評価を低下さ
せることにはならない。 また， 同 〔４〕 ないし 〔７〕 については， 何ら具体的な事実を示すことな
く， 投稿者の感想が記載されているものに過ぎないところ， カスタマーレビューが本件書籍１に対
する論評ないし批評が投稿されるものである以上， 書籍の著者は一定程度の否定的な論評を甘受す
べきであり， その表現方法も不相当なものではないことからすれば， 少なくとも社会生活上受忍す
べき程度を超えて原告の社会的評価を低下させるものとはいえない。
ウ 本件レビュー３について
本件レビュー３－ 〔１〕 及び 〔２〕 については， 原告のセミナーに参加 した投稿者が， 自らの体

験に基づき， セミナーの概要を説明しているものであり， 本件書籍２の紹介文からすれば， 同書を
読んだだけでその内容を体得することが難しいものと推察されることから， 書籍と同じ内容がセミ

２／５
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ナ」で時間をかけて説明されたという事実が摘示されたとしても， 原告の社会的評価は低下しな
い。 そもそもカスタマーレビューが本件書籍２に対する論評ないし批評が投稿されるものである以
上， 書籍の著者は一定程度の否定的な論評を甘受すべきであり， その表現方法も不相当なものでは
ないことからすれば， 少なくとも社会生活上受忍すべき程度を超えて原告の社会的評価を低下させ
るものとはいえない。 同 〔３〕 については， 投稿者が自ら参加 したセミナーについて抱いた感想を
一般的・抽象的に述べたものに過ぎず， 何ら原告の社会的評価を低下させるものではない。 同
〔４〕 ないし〔６〕 についてはナ

　

その前後の記載内容を踏まえれば， 投稿者の感想や一般論を一般
的・抽象的に述べたものにすぎず， 一般の閲覧者に対して， 原告が提供するコンサルティングサー
ビスを受けても何らの実益も得られないとの印象を抱かせるものではなく， 原告の社会的評価を低
下させるものではない。
（２） 違法性阻却事由の不存在
本件レビューを閲覧するのは主にレビュー対象となった書籍の購入を検討している者であると考

えられるところ， これらの者にとって当該書籍の内容や書籍に関連するセミナーの情報は重要な関
心事であるし， 本件レビューの内容は対象となった書籍の購入等の判断に有益な情報提供をする意
義を有していることから， 公共の利害に関するものであることがうかがえる。
本件レビューは， 本件各書籍の記述内容の合理性や注意点等に関する記載が相当詳細に記載さ

れ， 本件各書籍の内容が参考になる読者層に関する記述も存在するなど， 本件各書籍の購入判断に
資する部分が多々あることからすれば， 本件サイトの閲覧者に対して有益な情報を提供する目的で
投稿されたものであり， 専ら公益を図る目的で投稿されたことがうかがえる。

　

本件レビューにおける摘示事実は， 各投稿者の経験談や， 本件各書籍の記述内容を引用しながら
詳細な検討がなされていること等を踏まえれば， その重要な部分について真実であることがうかが
える。 また， 本件レビューにおける意見は， 本件各書籍を含む原告の書籍の記述内容や原告が主催
するセミナーの体験を前提としているものであり， 意見の前提となった重要な部分が真実であるこ
と又は真実であると信じたことについて相当な理由が存在するこ・とがうかがえる。

　

したがって， 本件レビューには， いずれも違法性阻却事由をうかがわせる事情が存在する。
（３） 以上によれば， 本件レビューが原告の名誉権を侵害することが明らかであるとはいえない。
第３

　

当裁判所の判断
１ 争点に対する判断
（１） 社会的評価の低下について
ア

　

本件レビュー１－ 〔１〕 は， 原告が他の業種を経営コンサルタントよりも下位に位置付けてい
るとの事実を摘示し， 同 〔３〕 は， 本件書籍１に誤字脱字が多く， 各章がバラバラな構成になって
いるとの事実を摘示し， 同 〔４〕 は， 原告が市場や競合の概念を考慮せずに論理を展開していると
の事実を摘示するものであるが， その記載内容に加え， カスタマーレビューが一個人の意見や感想
等を自由に投稿できる場であることも踏まえれば， 本件サイトの一般の閲覧者をして， 原告の社会
的評価が低下したことが明らかとはいえない。

　

次に， 本件レビュー１－ 〔２〕， 〔５〕 ないし 〔８〕 は， 投稿者が， 本件書籍１を読んだ上で，
原告は， 同書の読者を巧みに自身が主催する高額セミナーに誘導して成約することを企図してお
り， 同書の内容を鵜呑みにせずに注意を払うべきであるとの意見や論評を述べるものというべきで
ある。 この点， 本件サイトの一般の閲覧者を基準とすれば， カスタマーレビューに投稿された上記
記載も一個人の意見や感想に過ぎないものと受け取られるものといえるし， コンサルタントを業と
する者が， 著書を契機にして自らが提供する各種サービスの顧客を増やしていくという方法は一般
的なものということができるから， 本件レビュー１における上記記載により原告の社会的評価が低
下したことが明らかとはいえない。

　

よって， 本件レビュー１により， 原告の社会的評価が低下したことが明らかとはいえない。
イ

　

本件レビュー２－ 〔１〕 ないし 〔７〕 は， いずれも具体的な事実を摘示したものとはいえず，
投稿者が本件書籍２を読んだ上での意見や感想を述べたものに過ぎないというべきである。 そし
て， 前記のとおり， 本件サイ トのカスタマーレビューが， 購入者個人の意見や感想を自由に述べる
場であることを踏まえれば， 本件サイ トの一般の閲覧者を基準として， 本件レビュー２により原告
の社会的評価が低下したことが明らかとはいえない。
ウ

　

本件レビュー３－ 〔１〕 及び 〔２〕 は， 原告が主催するセ・ミナーについて， ３万７千円という
高額でありながら， 内容は本件書籍２と同じであり， １０分程度の短時間で説明できることを４時
間もかけて説明していたとの事実 （〔１〕） や， 単なる勉強会や研修会で高額フィーを取るもので
あるという事実 （〔２〕） を摘示するものである。 また， 本件レビュー３－ 〔３〕 ないし 〔６〕
は， 原告が提供するコンサルティングサービスが内容に比して高額であるとの意見や論評を述べる
ものである。 この点， 本件サイ トの一般の閲覧者を基準とすれば， カスタマーレビューに投稿され
た上記各記載も一個人の意見や感想に過ぎないものと受け取られるものといえるし， 一般に， セミ
ナーに参加した際に得られる効用については， 参加者の当該分野における習熟度や講師の著書の理
解度に依るところが大きいといえることも踏まえると， 本件レビュー３における上記記載により原
告の社会的評価が低下したことが明らかとはいえない。

　

よって， 本件レビュー３により， 原告の社会的評価が低下したことが明らかとはいえない。

３／５
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（２） 違法性阻却事由の存否について

　

前記前提事実 （１） のとおり， 原告は， コンサルティングビジネス専門のコンサルタントとして
多数の著書を出版し， コンサルタント向けの講演やセミナーも多数主催する者であるところ， 本件
レビューは， このように対外的に精力的に活動している原告の著書やセミナーに関するものであ
り， その内容も， 原告を必要以上に郡撤， 中傷するものとはいえず， 本件サイ トのカスタマーレ
ビューとして， 本件各書籍やセミナーの内容をときには批判的に紹介するものであることからすれ
ば， 本件レビューは， 公共の利害に係る事実に関し， 専ら公益を図る目的で投稿された可能性が否
定できないというべきである。

　

そして， 本件レビューの記載内容に照らせば， 本件レビューの各投稿者は， 本件書籍１あるいは
本件書籍２を読んだ上で本件レビューを投稿したこと及び少なくとも本件レビュー３の投稿者は，
原告が主催するセミナーにも参加した上で本件レビュ」３を投稿したことがそれぞれうかがわれ，
これらの事情を踏まえれば， 本件レビューに記載された摘示事実については， 真実である可能性を
否定することができず， また， 本件レビューに記載された意見や論評については， その前提となっ
た事実の重要部分が真実である可能性があり， 人身攻撃に及ぶなど意見や論評の域を逸脱している
とも認められない。

　

よって， 本件レビューについては， 違法性阻却事由が存在する可能性が否定できないというべき
である。
（３） 小括

　

以上によれば， 本件レビューによって原告の社会的評価が低下したことが明らかであるとはいえ
ない上， 本件レビューについては違法性阻却事由が存在する可能性を否定することもできない。 そ
うすると， 本件レビュ」によって原告の名誉権が侵害されたことが明らかであるとはいえない。
２

　

結論

　

以上によれば， 原告の請求はいずれも理由がないからすべて棄却することとし， 主文のとおり判
決する。
東京地方裁判所民事第６部
裁判官 磯崎優

（別紙） 発信者情報目録
別紙投稿記事目録記載の各投稿が投稿されたアカウントに関する次の情報
１ アカウント名
２

　

アカウントに登録されたアカウント名と一致する宛名の商品のお届け先住所
３ 電子メールア ドレス
以上
（別紙） 投稿記事目録
（別紙） 投稿記事の内容
１ 本件レビュ」１
〔１〕 セミナー講師や他の先生業などの人たちを経営コンサルタントよりも下級の存在として位置
づけて描いている点なども同じであった。
〔２〕 この本に書かれている内容こそ， 著者が自身の高額コンサルへ誘導する （仕事を呼び込んで
くる） ために周到に準備された筋書きにすぎず
〔３〕 出版社から出た本にも関わらず， 誤字脱字が少なくとも２－３箇所ある点だ。 しかも， 各章
がバラバラな構成となっている。
〔４〕 市場や競合のことについて何も考慮されないまま論理を展開していることだ。 市場や競合の
概念がスッポリ抜けているのだ。
〔５〕 書かれた内容を鵜呑みにし， 著者が設計した導線に足を踏み入れてしまうのではなく， よく
注意して著者の仕掛け方 （読者に対する感情操作など） に注意を払うのが良いだろう。
〔６〕 カネの匂いで 「稼ぎたい！」 と願うターゲット客を惹きつけているだけ。
〔７〕 本の内容は多様化している経営コンサルタント業界の中の 「アプローチの一つ」 程度に捉え
ておくべきだろう。 さもないと、 「なけなしの軍資金」 を余計なところに寄付するだけとなり， 後
に後悔する， あるいは路頭に迷うことになってしまう。
〔８〕 グルコン＝グループコンサルティング

　

いわゆる研修会と同じであるが， 例えば００塾など
とネーミングし， 個人事業主らを対象にかなり高額な費用を請求するスタイル。 まずは３０００円
程度のセミナーに誘導し， 当日は公民館商法のごとく巧みに演出し， その会場から参加者が退出す
る前に成約させてしまうやり方が一般的。
２

　

本件レビュ」２
〔１〕 他のコンサルタントや先生業の方達をこき下ろし過ぎ。 最初から最後まで他の否定や批判ば
かりで， 正直とても嫌な気分になりました。
〔２〕 他社のダメ出しをするからには， 具体的な解決策が提示されるのかと思いきや全く出て来な
し、。
〔３〕 他を徹底的に酷評することで， 自分をリスペクトさせる手法は， やりすぎると嫌悪感しか出

４／５
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て来ない
〔４〕 タイ トルと内容が全くマッチしておらず， はっきり言って期待はずれの内容でした。
〔５〕 とにかく酷い内容でした。
〔６〕 この筆者は本当は何も知らないだけなんじゃないかと， 腹が立つくらい， 終始イライラする
内容です。
〔７〕 単に著者の愚痴を延々と聞かされただけと言う印象である。
３

　

本 件 レビュ ー ３

　　　　　　

Ｌ
〔１〕 読んだ後に４時間で３万７千円もの代金を払い著者の 「５大戦略セミナ」」 に参加した。 し
かし， セミナーで説明される５つのポイント （５大戦略？） は書籍に記載されている内容と同じで
あり， １０一１５分もあれば十分に説明できること。 それを４時間も掛けて長々と主張しているに
過ぎなかった。
〔２〕 各回のテーマが決まっている計６回コースの単なる 「勉強会」 や 「研修会」 だ。 それを 「コ
ンサルティング」 と名付け （商品化させて）， 立派に見せて高額フィーを取るモデルである。
〔３〕 わかりやすく表現すると， ある人は鶴を， 別の人は飛行機を作る 「折り紙教室」 みたいな感
じだ。
〔４〕 餌に喰いついてしまいポケットから起業のために用意した 「なけなしの軍資金」 を減らして
しまうだけになる。
〔５〕 仮に都合の悪いことがあっても漏れていく （広まる） 心配がない。 都合の良い話しか出てい
かないわけだ。
〔６〕 我々のような定年退職者や早期退職者が次から次とコンサルをやろうとするのをビジネス
チャンスとみて， 「報酬３， ０００万円以上」 というフレーズのニンジンをぶら下げて， ６回の
パッケージング作りのコースの参加に対して法外な大金を取るのは許しがたい。 社会貢献的な要素
がなく， 拝金主義なのもいただけない。
以上

　　　　　　　　　　　

，

ＣｏｐＷｉｇｈｔＱＣ）１９９９ＴＫＣＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ劃ＩＲｉｇｈｔｓＲｅｓｅｒ鵬ｄ．
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